
公　告

公告翌日より

３０メートルの範囲の土地に存する建築物に居住する者

２　商業地域 １棟の住戸の数が１５以上で、

かつ、建築物の階数が５以上の集合建築物

３　その他の地域

　説明対象範囲

　説明対象範囲

区　分 範　囲

３　建築物の建築をしないで造成を要するもの 区域面積が２, ０００平方メートル以上

開　発　目　的

計画戸数２０戸以上（ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ等４０戸以上）

建築延べ面積が２, ０００平方メートル以上

覚 書 締 結

住戸等の数が１０以上で、

１５メートルの範囲内の土地所有者、建築物所有、占有者

建築工事着工

かつ、建築物の階数が３以上の集合建築物

ワンルームマンション等 当該建築物の高さの範囲の土地に存する建築物に居住する者

大規模開発

○大規模開発（条例第７条の規定による協議を必要とする開発行為等）

区　分 範　囲

適　用　を　受　け　る　規　模

１　住宅及び住宅に類するものに係る開発行為等

開発者が堺市に対し
開発工事等に関して

用　　途　　地　　域 適　用　を　受　け　る　規　模

建築確認申請

１　第１種低層住居専用地域

２　住宅以外の建築物に係る開発行為等

　　第２種低層住居専用地域 かつ、建築物の階数が２以上の集合建築物

開発工事検査

堺市長と開発者で

説明会告知板設置

大規模開発等届出

事 前 協 議 等

７日前に説明会告知板設置

説 明 会 開 催

開発工事着工

大規模開発等の建築工事着工にいたるまでの流れ

開発者から堺市に

要否判定依頼

堺市から開発者に

要否判定交付

 住戸等の数が１０以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、かつ、建築物の階数が２以上の集合建築物

○ワンルームマンション等（住戸等の専有面積が３０平方メートル未満の建築物）

閲 覧
(14日間）

閲覧開始を


